令和８年度　外部プロ人材支援事業 業務委託仕様書
  
１．事業名 
外部プロ人材支援事業 業務委託 
  
２．事業目的 
本事業は、市内事業者が抱える経営課題や事業課題（新商品開発、販路開拓、DX 推進等）に対し、高度な専門知識と経験を有する外部プロ人材をスポット活用する仕組みを構築し、市内にその文化を醸成・定着させることを目的とする。単なる個別事業者の人材マッチングに留まらず、意欲の高い事業者をモニター事業者として選定・支援し、創出された成功事例を域内に広く普及する。これにより、事業者の主体的な課題解決力の向上および持続的な成長を支援する。 
  
３．委託期間 
契約締結日から令和９年３月３１日まで 
  
４．業務内容 
（１）事業者セミナーの企画及び運営 
事業者における外部プロ人材活用の必要性を説き、事業への参加意欲を最大化すべくプログラム作成および相応しい講師を立てること。 
 
（２）モニター事業者の選定 
外部プロ人材の活用により成果が見込まれる事業者を７者選定すること。選定方法については提案することとし、最終的に発注者と受注者の協議の上で決定すること。 
 
（３）外部プロ人材のデータベース活用等 
事業者と外部プロ人材のマッチングを確実なものとすべく、特定の媒体に依存しない広範なデータベースから最適な個人を選定できるよう企画すること。プラットフォーム数は３つ以上でトータル３０万人超のデータベース活用とする。 
また、データベースに登録する個人に対しスカウトメール等を活用したプッシュ型での応募喚起機能を有すること。 
  
（４）事業者と外部プロ人材のマッチング支援 
事業者と外部プロ人材のマッチング７社以上を KPI とし、効果的な伴走支援体制で業務にあたること。また、事業者と外部プロ人材との面談実施時には受託者が必ず同席し、面接の進行を行うこと。また、人材選定のポイントや契約時の注意事項に関する知識を提供し、支援終了後も事業者が自ら外部プロ人材を活用できるようにノウハウを伝えること。

（５）事業者と外部プロ人材のプロジェクト支援 
外部プロ人材の業務委託期間は原則３か月以上とし、マッチング成立後、事業者と外部プロ人材のプロジェクトが滞りなく進行するよう支援すること。
また、支援終了後も事業者が自ら外部プロ人材を活用できるようにノウハウを伝えること。

（６）発注者への報告 
本事業の進捗状況等について適宜、発注者に報告を行うこと。事業完了時には、本事業の実施データをとりまとめ業務報告書として作成し、電子データで提出すること。

（７）その他自由提案
上記（１）～（６）に加え、事業をより良くする目的にて参加者の自由提案を受け付ける。

５．業務の管理・支援体制 
（１）支援体制の構築と役割の提案 
本業務を遂行するため、３名以上のスタッフによる支援体制を構築すること。なお、チーム内での具体的な役割分担（役割の定義や専門性の活用方法等）について提案すること。 

６．支払方法 
業務完了払い

７．その他 
（１）受注者は、本業務（再委託した場合を含む。）の運営上取り扱う個人情報を、契約書に定める事項、個人情報保護法をはじめとする関係法令等及びその他の社会的規範に基づき適切に管理しなければならない。また、業務の実施に関して知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。 
（２）受注者は、発注者が行う業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、業務を効率的に行う上で必要と思われる業務について、発注者と協議の上、業務の一部を委託することができる。 
（３）本業務により得られた成果は、発注者に帰属するものとする。 
（４）本業務を実施する上で疑義が生じた場合又は本仕様書に定めのない事項がある場合は、速やかに発注者と協議すること 
（５）本業務を実施する上で発注者又は受注者が仕様書の変更を要すると判断した場合は、双方協議の上、発注者の予算の範囲内で仕様書を変更できるものとする。

以上
